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１．趣　　旨　　審判員の質および技術の向上を図り、精度の高い審判員を養成し、剣道の正し
　　　　　　　　い普及発展に役立てることを目的とする。

２．期　　日　　令和８年５月30日（土）
　　　　　　　　受　付　 　9：00 ～ 9：30
　　　　　　　　開講式　　10：00　　閉講式　　15:50（予定）　（終了：16：00）

３．会　　場　　アクシオン福岡　多目的・第１．２研修室
（福岡市博多区東平尾公園２丁目１－４）TEL：092-611-1717

４．講　　師　　講師　教士八段　蓮尾　孝幸　  教士八段　松岡　誠

５．講習内容　　審判法

６．受講対象　  八段受講可。各剣連で審判主任クラスの方は是非、参加願います。
各剣連：五段以上　68歳以下　2名まで　ただし、令和8・9年度に
剣道称号「教士」審査会受審予定者は69歳以上可、3名以上可
剣道称号「教士」審査会受審要件の講習会です。　

７．参 加 料　　受講者１名につき2,000円（各剣連単位で下記口座にまとめて事前振込）
※申込後(入金後)、欠席された場合の参加料は返金いたしません。

８．服　　装　　審判服
　　　　　　　　
９．携 行 品　　剣道試合・審判規則/同細則、剣道試合・審判・運営要領の手引き、
剣道講習会資料、審判旗、マスク、剣道具一式、目印、昼食、
「受講証」(持っている方)、持っていない方は当日渡します。
書籍販売も、当日行います

10．申込締切　　所属の地域剣道連盟が定めて期日

11．申込先 　　 所属の地域剣道連盟　事務局
※地域剣道連盟事務局で一括して申し込むことになります。
また、受講料も地域剣道連盟事務局でまとめて振り込みます。

12．安全対策    受講者は、各自十分健康管理に留意して講習会に参加すること。
　　　　　　　 受講者は、健康保険証を持参のこと。主催者において、講習実施中の
傷害発生の場合は、応急処置を講じ、病院治療を受けられるよう手配する。
当日の治療費は自己負担とする。

以上
